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議案第２号 

 

 

令和４年度さぬき市一般会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市一般会計予算を別冊のとおり定めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議会の議決

を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 





－ 1－



－ 3－



－ 4－



－ 5－
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－ 7－
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－ 9－



－ 10－
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議案第３号 

 

 

令和４年度さぬき市国民健康保険事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市国民健康保険事業特別会計予算を別冊のとおり定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第４号 

 

 

令和４年度さぬき市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市後期高齢者医療事業特別会計予算を別冊のとおり定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第５号 

 

 

令和４年度さぬき市介護保険事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり定めることについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、

議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第６号 

 

 

令和４年度さぬき市介護サービス事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市介護サービス事業特別会計予算を別冊のとおり定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基

づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第７号 

 

 

令和４年度さぬき市多和診療所事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市多和診療所事業特別会計予算を別冊のとおり定めることにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づ

き、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第８号 

 

 

令和４年度さぬき市津田診療所事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市津田診療所事業特別会計予算を別冊のとおり定めることにつ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づ

き、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第９号 

 

 

令和４年度さぬき市観光事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市観光事業特別会計予算を別冊のとおり定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第１０号 

 

 

令和４年度さぬき市共通商品券発行事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市共通商品券発行事業特別会計予算を別冊のとおり定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第１１号 

 

 

令和４年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市建設残土処分場事業特別会計予算を別冊のとおり定めること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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議案第１２号 

 

 

令和４年度さぬき市下水道事業会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市下水道事業会計予算を別冊のとおり定めることについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 



令和４年度

さぬき市下水道事業会計予算書

香川県さぬき市



152,066 千円

1,850,000 千円

640,961 千円

1,209,039 千円

1,850,000 千円

1,694,784 千円

令和４年度さぬき市下水道事業会計予算

　（総則）

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

第１条　令和４年度さぬき市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

650 千円

　［支　出］

9,111

2,200

戸

千㎥

　⑴　接　続　戸　数

　⑵　年 間 有 収 水 量

167,100

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　［収　入］

　⑶　主要な建設改良事業

236,700

5,800

千円

千円

千円

　　第１款　下水道事業収益

　　第１款　下水道事業費用

　　　第１項

　　　第２項

　　イ　管渠建設改良費

　　ロ　ポンプ場建設改良費

　　ハ　処理場建設改良費

　　　第１項

　　　第２項

　　　第３項

　　　第４項

　方消費税資本的収支調整額27,016千円、当年度分損益勘定留保資金583,984千円で補てん

　するものとする。)

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額611,000千円は、当年度分消費税及び地

2,500 千円

営 業 収 益

営 業 外 収 益

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費
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年 ％

225,400 千円

560,000 千円

　（企業債）

1,064,065 千円

　［支　出］

1,498,000 千円

433,935 千円

81,100 千円

1,500 千円　　　第４項　

　　　第５項　 その他の資本的収入 19,000 千円

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　（債務負担行為）

下水道事業

千円

225,400

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 起 債 の 方 法限 度 額 償 還 の 方 法

　政府資金については、そ

の融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権

者と協定するものによる。

ただし、財政の都合により

据置期間及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還若しく

は低利に借換えすることが

できる。

普通貸借

又は

証券発行

利 率

4.0以内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる資金について

見直しを行った後

においては、当該

見直し後の利率）

　　第１款　資本的収入

　　第１款　資本的支出

　［収　入］

887,000 千円

　　　第１項　

　　　第２項　

企 業 債

他 会 計 出 資 金

補 助 金

分担金及び負担金

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

　　　第１項

　　　第２項　

　　　第３項　

事　　　　　項

下水道処理場汚泥処分等手数料

限　度　額

30,000 千円

期　　　間

令和５年度

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。
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　である。

　　　令和４年２月２２日提出

さ ぬ き 市 長 大 山 茂 樹

　⑴　職 員 給 与 費 85,543 千円

　（他会計からの補助金）

第10条　下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、680,000千円

　⑴　収益的支出における各項間の流用

　⑵　資本的支出における各項間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

　ない。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

　る。
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（単位：千円）

予　定　額 備　　考

１ 下水道事業収益 1,850,000

１ 営 業 収 益 640,961

１ 下 水 道 使 用 料 370,961

２ 他 会 計 負 担 金 270,000

２ 営 業 外 収 益 1,209,039

１ 他 会 計 補 助 金 680,000

２ 長 期 前 受 金 戻 入 529,038

３ 雑 収 益 1

（単位：千円）

予　定　額 備　　考

２ 下水道事業費用 1,850,000

１ 営 業 費 用 1,694,784

１ 管 渠 費 71,926

２ ポ ン プ 場 費 77,916

３ 処 理 場 費 299,585

４ 総 係 費 105,319

５ 減 価 償 却 費 1,124,200

６ 資 産 減 耗 費 15,838

２ 営 業 外 費 用 152,066

１ 支払利息及び企業債取扱諸費 129,066

２ 消費税及び地方消費税 23,000

３ 特 別 損 失 650

１ 過 年 度 損 益 修 正 損 650

４ 予 備 費 2,500

１ 予 備 費 2,500

令和４年度さぬき市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　入

支　　　出

款 項 目

款 項 目
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（単位：千円）

予　定　額 備　　考

３ 資 本 的 収 入 887,000

１ 企 業 債 225,400

１ 建 設 改 良 債 225,400

２ 他 会 計 出 資 金 560,000

１ 他 会 計 出 資 金 560,000

３ 補 助 金 81,100

１ 国 庫 補 助 金 81,100

４ 1,500

１ 受 益 者 負 担 金 1,500

５ 19,000

１ その他の資本的 収入 19,000

（単位：千円）

予　定　額 備　　考

４ 資 本 的 支 出 1,498,000

１ 建 設 改 良 費 433,935

１ 管 渠 建 設 改 良 費 167,100

２ ポンプ場建設改 良費 236,700

３ 処 理 場 建 設 改 良 費 5,800

４ 建 設 総 務 費 24,335

２ 企 業 債 償 還 金 1,064,065

１ 建設企業債元金償還金 1,064,065

目

款 項 目

支　　　出

収　　　入

資本的収入及び支出

そ の 他 の

資 本 的 収 入

分 担 金 及 び

負 担 金

款 項
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議案第１３号 

 

 

令和４年度さぬき市病院事業会計予算について 

 

 

令和４年度さぬき市病院事業会計予算を別冊のとおり定めることについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第２号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

令和４年２月２２日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 



 

 

 

令  和  ４  年  度 

 

さぬき市病院事業会計予算書及び予算に関する説明書 

 

 

 

 

香 川 県 さ ぬ き 市 



令 和 ４ 年 度 さ ぬ き 市 病 院 事 業 会 計 予 算 

 

（総則） 

第１条 令和４年度さぬき市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

      区       分      事   業     当 年 度  前 年 度   増  減 

  １ 業 務 量        病 院 事 業       （１）病 床 数          １７９床    １７９床      ０床 

                    ア  一 般 病 床          １７５床   １７５床     ０床 

                    イ 感染症病床       ４床     ４床      ０床 

 

                                      （２）診 療 日 数          ２４３日   ２４２日         １日 

 

                   （３）患 者 数              170,173 人  170,422 人     △249 人 

                    ア  入 院 患 者            53,290 人   54,020 人     △730 人 

                                           （１日平均）      146.0 人     148.0 人     △2.0 人  

                    イ  外 来 患 者           116,883 人  116,402 人      481 人 

                                           （１日平均）      481.0 人    481.0 人     0.0 人 

 

  ２ 資本的支出   建設改良計画 （１）病院増改築        10 千円    2,400 千円   △2,390 千円 

                      事業費 
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（２）資産購入費     94,593 千円  18,115 千円    76,478 千円 

 

  ３ 職 員 計 画               損益勘定所属職員       418 人     419 人      △1 人 

 
 （収益的収入及び支出）  
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 
収        入  

 
         第１款    病院事業収益               ５，２０１，９３８千円  
 
          第１項    医 業 収 益            ４，６０２，８５０千円  
 
          第２項    医 業 外 収 益              ５９９，０５８千円  
 
          第３項    特 別 利 益                   ３０千円  
 

支        出  
 
         第１款    病院事業費用       ５，４１６，３５６千円  
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          第１項    医 業 費 用            ５，２９８，１６１千円  
 
          第２項    医 業 外 費 用              １１７，６６５千円  
 
          第３項    特 別 損 失                   ３０千円  
 

第４項    予 備 費                  ５００千円  
 
 （資本的収入及び支出）  
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１

４４，７４７千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８，６００千円、過年度分損益勘定留保

資金１３６，１４７千円で補てんするものとする。）  
 

収        入  
 
         第１款    資 本 的 収 入               ２３０，６０２千円  
 
          第１項    企 業 債               ９０，８００千円  
 

第２項    一般会計出資金           ３００千円  
 
第３項    国 庫 補 助 金            １０千円  
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第４項    県 費 補 助 金                   １０千円  

 
          第５項    一般会計負担金       １３９，４７２千円  
 

第６項    固定資産売却代金            １０千円  
 

支        出  
 
         第１款    資 本 的 支 出               ３７５，３４９千円  
 
          第１項    建 設 改 良 費               ９４，６０３千円  
 
          第２項    投     資         １，２００千円  
 

第３項    企 業 債 償 還 金              ２７９，５４６千円  
 
 （企業債）  
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  
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起 債 の 目 的  限 度 額  起債の  
方 法  利 率  償 還 の 方 法  

資 産 購 入 費  ９０，８００千円   証 書  
借 入  

年４．００％以内  
（ただし、利率見直し

方式で借り入れる場合

には、利率の見直しを

行った後においては、

当該見直し後の利率）  

借入先の融資条件による。

ただし、財政の都合により

その全部又は一部を繰上償

還することができる。  

 
 （一時借入金）  
第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。  
  
 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  
第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  
 
            （１）職 員 給 与 費              ３，０８３，９３８千円  
 
            （２）交 際 費                    １００千円  
 
 （他会計からの補助金）  
第８条 建設改良及び補助事業に対し国、県、他会計等からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。  
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  （１）病 院 群 輪 番 制 運 営 費 補 助 金      １２，９２９千円  
 
  （２）小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金      ２１，１７３千円  
 
  （３）第 二 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関 運 営 費 補 助 金         ８０５千円  
 
  （４）国 民 健 康 保 険 保 健 事 業 助 成 金       ６，０００千円  
 
  （５）新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 補 助 金         ４２２千円  
 
  （６）産 科 医 等 確 保 支 援 事 業 補 助 金         ９８６千円  
 
 （たな卸資産購入限度額）  
第９条 たな卸資産購入限度額は、６５２，０００千円と定める。  
 
 （重要な資産の取得及び処分）  
第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。  
              種   類        名   称        数   量  
    取得する資産   医 療 器 械   過酸化水素プラズマ滅菌装置      １式  
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令和４年２月２２日 提出  
 
                           さぬき市長  大 山 茂 樹 
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